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Ⅰ　総務局の行政組織

　１　行政機構図（令和２年４月１日現在）
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２ 分掌事務（令和２年４月１日現在） 
  
総 務 局 

【総 務 課】 

（１）総務局の庶務及び経理に関すること。 

（２）総務局内の連絡調整に関すること。 

（３）公印の管理に関すること。 

（４）文書事務の総括に関すること。 

（５）文書の収受、発送及び整理保存に関すること。 

（６）重要文書の審査に関すること。 

（７）条例、規則、訓令等の公布に関すること。 

（８）広島県報の発行及び官報報告に関すること。 

（９）広島県法規集に関すること。 

（10）広島県情報公開条例（平成十三年広島県条例第五号）に関すること。 

（11）個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）に関すること。 

（12）広島県個人情報保護条例（平成十六年広島県条例第五十三号）に関すること。 

（13）行政情報コーナーの運営に関すること。 

（14）当直に関すること。 

（15）来庁者の案内に関すること。 

（16）庁内の取締りに関すること。 

（17）県法規の審査及び法務相談その他の法務の管理に関すること。 

（18）公益法人等の指導監督に関すること。 

（19）総務事務所における非常勤の職員の任免に係る事務の集中処理に関すること。（総務事務課

の所掌に属するものを除く。） 

（20）庁用自動車の管理及び事故処理の総合調整に関すること。 

（21）行政書士法（昭和二十六年法律第四号）に関すること。 

（22）行政手続法（平成五年法律第八十八号）に関すること。 

（23）広島県行政手続条例（平成七年広島県条例第一号）に関すること。 

（24）行政不服審査法施行条例（平成二十八年広島県条例第二号）に関すること。 

（25）総務事務所に関すること。（他局及び総務局中他課の所掌に属するものを除く。） 

（26）広島県東京事務所に関すること。 

（27）広島県立文書館に関すること。 

（28）広島県情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 

（29）広島県個人情報保護審議会に関すること。 

（30）広島県公益認定等審議会に関すること。 

（31）広島県行政不服審査会に関すること。 

（32）一般行政事務の連絡調整及び他の局課の所掌に属しないこと。 

 

【審 理 担 当】 

（１）行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）の規定による審理員の権限に関すること。 

 

【秘 書 課】 

（１）知事及び副知事の秘書に関すること。 

（２）行幸、行啓等に関すること。 

（３）職員を除く叙勲、褒賞及び表彰に関すること。 

（４）儀式に関すること。 
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【人 事 課】 

（１）職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 

（２）職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び休業に関すること。 

（３）職員の服務に関すること。 

（４）職員の安全及び衛生の管理に関すること。 

（５）職員の叙勲、褒賞及び表彰に関すること。 

（６）職員の研修及び人事評価に関すること。 

（７）その他職員の身分取扱いに関すること。 

（８）「職員団体に関すること。 

（９）委員会、審議会、協議会等の委員又は役職員の任免に関すること。 

（10）広島県人事委員会との連絡に関すること。 

（11）地方職員共済組合広島県支部診療所に関すること。 

（12）人事・給与・福利厚生システムに関すること。（業務プロセス改革課の所掌に属するものを

除く。） 

（13）広島県自治総合研修センターに関すること。 

（14）広島県特別職報酬等審議会に関すること。 

（15）広島県職員委員会に関すること。 

（16）職員管理審議会に関すること。 

 

【業務プロセス改革課】 

（１）定員管理並びに事務の配分及び委任に関すること。 

（２）行政運営の総合調整に関すること。 

（３）業務プロセスの再構築に関すること。 

（４）内部統制制度に関すること。 

（５）情報化施策に関する基本的事項の企画及び総合調整に関すること。 

（６）行政事務のシステム化の企画及び総合調整に関すること。 

（７）地域情報化施策の推進に関すること。 

（８）電子自治体の推進に関すること。 

（９）電子申請システム及び公共施設予約システムに関すること。 

（10）社会保障・税番号制度に関すること。 

（11）市町情報化の支援に関すること。 

（12）情報システムの評価及び改善に関すること。 

（13）行政ネットワークに関すること。 

（14）基幹となる行政事務のシステム基盤及びシステム間の総合調整に関すること。 

（15）広島県指定管理者選定委員会に関すること。 

 

【デジタルトランスフォーメーション推進チーム】 

（１）デジタルトランスフォーメーションに関する基本的事項の企画及び総合調整並びにデジタル

トランスフォーメーション施策の推進に関すること。 

 

【福 利 課】 

（１）職員の福利に関すること。 

（２）公務災害補償等に関すること。 

（３）恩給及び退隠料に関すること。 

（４）地方職員共済組合広島県支部に関すること。 

（５）地方公務員災害補償基金広島県支部に関すること。 
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（６）県の互助会に関すること。 

（７）公務災害補償等認定委員会に関すること。 

（８）公務災害補償等審査会に関すること。 

 

【財 政 課】 

（１）予算の編成及び経理に関すること。 

（２）その他県の財政経理に関すること。 

（３）議案の提出等広島県議会本会議に関すること。 

（４）財政運営の調査に関すること。 

（５）地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）に関すること。（広島県病院事業の設

置等に関する条例（昭和四十一年広島県条例第五十四号）第五条第一項の規定により設置され

た病院事業局及び広島県公営企業の設置等に関する条例（昭和四十五年広島県条例第二十一

号）第四条の二第一項の規定により設置された企業局（以下「企業局」という。）の所掌に属

するものを除く。） 

（６）資金の運用及び調達に関する総合調整に関すること。 

（７）広島県公安委員会との連絡に関すること。 

（８）広島県警察本部との連絡に関すること。 

（９）広島県監査委員との連絡に関すること。 

（10）県が出資等をしている法人に対する調査及び指導監督の総合調整に関すること。 

 

【財産管理課】 

（１）公有財産に関する事務の総括に関すること。 

（２）普通財産（次号に掲げる財産を除く。）の取得、管理及び処分に関すること。 

（３）道路又は河川の公用廃止による廃道敷地又は廃川敷地等で県有財産に属するものの管理及び

処分に関すること。 

（４）庁舎及び公舎の建設計画に関すること。 

（５）県庁舎の部屋割及び維持管理（庁内の取締りを除く。）に関すること。 

（６）公舎の管理に関すること。 

（７）公有財産の有効活用に係る企画立案及び指導に関すること。 

（８）職務発明に関する事務の総括に関すること。 

（９）電力調達の契約に係る事務の集中処理に関すること。 

 

【税 務 課】 

（１）県税に関する基本的事項の企画及び総合調整に関すること。 

（２）県税並びに法令の規定により県が賦課徴収することとされる国税及び市町税（以下「県税等」

という。）並びにこれらに係る税外収入の賦課徴収に関すること。 

（３）県への譲与税に関すること。 

（４）納税貯蓄組合の育成指導に関すること。 

（５）会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）に関すること。 

（６）地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）に基づく市町交付金に関すること。 

（７）県税等の賦課徴収に係る行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）に基づく不服申立

てに関すること。 

（８）税務電算システムの運用管理に関すること。 

（９）証紙代金収納計器に関すること。 

（10）市町その他の地方公共団体の税政運営に対する協力及び助言に関すること。 

（11）県と市町との間の税政システムの改善に関する調査、検討及び推進に関すること。 
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（12）市町の地方交付税（基準財政収入額に限る。）の算定等に関すること。 

（13）固定資産税に係る固定資産の評価及び配分に関すること。 

（14）債権管理に係る指導に関すること。 

（15）県税事務所に関すること。 

（16）広島県固定資産評価審議会に関すること。 

 

【経営企画チーム】 

（１）重要施策に関する基本的事項の企画及び総合調整並びに重要施策の推進に関すること。 

（２）行政組織に関すること。 

（３）広島県議会に関すること。（財政課の所掌に属するものを除く。） 

（４）広島県経営戦略会議及び広島県経済財政会議の運営に関すること。 

（５）地方分権改革の推進に関すること。 

（６）知事会議及び地方行政連絡会議に関すること。 

（７）国土形成計画法（昭和二十五年法律第二百五号）に関すること。 

（８）広島県総合計画審議会に関すること。 

 

【ブランド・コミュニケーション戦略チーム】 

（１）県政コミュニケーションの総括及び総合調整に関すること。 

（２）ブランド戦略及びコミュニケーション戦略に関すること。 

（３）ひろしまブランドに関する基本的事項の企画及び総合調整に関すること。 

（４）県政知事懇談に関すること。 

（５）報道機関との連絡に関すること。 

 

【統 計 課】 

（１）統計事務の総合調整並びに指導及び助言に関すること。 

（２）統計調査及び統計分析に関すること。 

（３）統計資料の編さんに関すること。 

（４）統計思想の普及に関すること。 

 

【研究開発課】 

（１）広島県立総合技術研究所に関すること。 
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３ 職員現員表（令和２年４月１日現在） 
 

課    別 職 員 数  機  関  別 職 員 数 

（本 庁） 

総 務 課 

審 理 担 当 

秘 書 課 

人 事 課 

業務プロセス改革課 

デジタルトランスフォーメーション推進チーム 

福 利 課 

財 政 課 

財 産 管 理 課 

税 務 課 

経 営 企 画 チ ー ム 

ブランド・コミュニケーション戦略チーム 

統 計 課 

研 究 開 発 課 

本 庁 計 

(人) 

３６ 

２ 

９ 

３２ 

１９ 

４ 

５ 

２０ 

２２ 

３６ 

３１ 

１９ 

３１ 

１７ 

２８３ 

 

 

 

 

（地方機関） 

総 務 事 務 所 

県 税 事 務 所 

東 京 事 務 所          

県 立 文 書 館          

自治総合研修センター 

総 合 技 術 研 究 所 

地方機関計 

(人) 

１１４ 

２６４ 

１４ 

５ 

９ 

２６１ 

６６７ 

 

総  務  局  計 ９５０ 
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４ 附属機関の概要 

 
名   称 審 議 事 項                    E A根拠法規          E A委員構成          E 委員数 任期 
広島県情報公開 

・個人情報保護 

審 査 会            

①実施機関の諮問に応じ，

広島県情報公開条例に基

づく行政文書の開示決定

等又は行政文書の開示請

求に係る不作為に対する

審査請求について調査審

議し，答申する。 
②実施機関の諮問に応じ，

広島県個人情報保護条例

に基づく保有個人情報の

開示決定等，訂正決定等，

利用停止決定等又は保有

個人情報の開示請求，訂正

請求若しくは利用停止請

求に係る不作為に対する

審査請求について調査審

議し，答申する。 

広島県情報公開 
・個人情報保護 
審査会設置条例 

第２条 
 
 
 
 
 
 
 

学識経験者 
 
 
 
 
 

１０人 
以内  

 
 
 
 
 
 
 
 

２年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広島県個人情

報保護審議会          

①実施機関の諮問に応じ，
広島県個人情報保護条例
の運用に関する重要事項
及び行政手続における特
定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する
法律に規定する特定個人
情報ファイルの取扱いに
関する重要事項について
調査審議し，答申するほ
か，意見を述べる。 
②住民基本台帳法に基づ
き，知事が住民票コードの
利用制限に違反している
者に対する中止命令を行
う場合に意見を述べるほ
か,知事の諮問に応じ，県の
保有する本人確認情報の
保護に関する事項を調査
審議し，これらの事項につ
いて知事に建議する。 

広島県個人情報 
保護条例    

第４４条 
 

住民基本台帳法 
施行条例    

第４条 
 

学識経験者，事

業者の代表者，

県議会議員 
 
 
 
 
 
 
 

６人 
以内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広島県行政不服 

審 査 会 

審査庁の諮問に応じ，行政

不服審査法に基づく審査

請求について調査審議し，

答申する。 

行政不服審査法 
第８１条 

学識経験者 ６人 
以内 

３年 

広島県公益認 

定 等 審 議 会 

知事の諮問に応じ，法人の

公益認定の申請に関する

事項等を調査審議する。 

公益社団法人及

び公益財団法人

の認定等に関す

る法律 
第５０条 

 
広島県公益認定 
等審議会条例 

学識経験者 ３人 
以上 
５人 
以内 

３年 
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名  称 A審 議 事 項                    E A根拠法規          E A委員構成          E 委員数 任期 
広島県特別職 

報酬等審議会 
議会の議員の議員報酬及

び知事の給料の額に関す

る条例案を議会に提出し

ようとするときは，あらか

じめ当該議員報酬等の額

について審議する。 

広島県特別職報 
酬等審議会条例 
 
 
 

県の区域内の

公共的団体等

の代表者その

他県民 

１０人 

以内 
 

設置さ

れた時

から審

議が終

了する

まで   

広 島 県 職 員             

委 員 会             

副知事及び専門委員の懲

戒の審査及び議決に関す

る事務をつかさどる。 

 

地方自治法施行 
規程 

第９条 
 
広島県職員委員 
会規則 

知事，副知事，

総務局長，人事

課長，教育長，

人事委員会委

員長 

７人 
 

－ 

広 島 県 指 定  

管 理 者 選 定       

委 員 会       

 
 

指定管理者の候補者の選

定に係る審査項目等に関

する事項及び指定管理者

の指定を受けようとする

者から提出された申請書

の審査に関する事項につ

いて調査審議する。 

広島県公の施設 
における指定管 
理者の指定手続 
等に関する条例 

第９条 

学識経験者， 

県職員 

部会ご

とに 
６人 

－ 

広 島 県 公 務       

災 害 補 償 等       

認 定 委 員 会       

 
 

実施機関の諮問に応じ，議

会の議員その他非常勤の

職員について発生した災

害が公務又は通勤により

生じたものであるかどう

かの認定について調査審

議する。 

議会の議員その 
他非常勤の職員 
の公務災害補償 
等に関する条例 

  第５条 

学識経験者 
県職員 

５人 
 

３年 
 

広 島 県 公 務       

災 害 補 償 等       

審 査 会       

 
 

実施機関が行う公務上の

災害又は通勤による災害

の認定，療養の方法，補償

金額の決定その他補償の

実施に関する不服につい

て審査する。 

議会の議員その 
他非常勤の職員 
の公務災害補償 
等に関する条例 

 第２０条 

学識経験者 
 

３人 

 
３年 

 

広島県固定資 

産評価審議会 

 
 

固定資産の評価に関する

事項で，知事が意見を求め

たものについて調査審議

する。 

地方税法 
第４０１条の２ 
 
広島県固定資産 
評価審議会条例 

国の行政機関 
の職員， 
市町の職員， 
学識経験者 

９人 
以内 

２年 

広 島 県 総 合 

計 画 審 議 会 

 
 

知事の諮問に応じ，県の総

合的な計画の策定及び実

施に関する重要事項を調

査審議する。 

広島県総合計画 
審議会設置条例 

県議会議員， 
市町の長， 
学識経験者 

30 人 
以内 

２年 

 



一 般 会 計 予 算
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Ⅱ　令和２年度一般会計予算

１　歳　入　予　算

区　　　　　分
　令和２年度
　当初予算額（Ａ）

　令和元年度
　当初予算額（Ｂ）

比　較
Ａ／Ｂ

Ａ　の
構成比

県 税 339,316,130 328,483,000 103.3 31.1

地 方 消 費 税 清 算 金 128,482,000 105,001,000 122.4 11.8

地 方 譲 与 税 52,532,206 51,930,763 101.2 4.8

地 方 特 例 交 付 金 1,459,000 3,432,157 42.5 0.1

地 方 交 付 税 172,754,000 163,710,000 105.5 15.8

交通安全対策特別交付金 600,000 600,000 100.0 0.1

分 担 金 及 び 負 担 金 6,286,983 6,182,955 101.7 0.6

使 用 料 及 び 手 数 料 10,572,929 10,727,970 98.6 1.0

国 庫 支 出 金 144,570,378 141,862,129 101.9 13.3

財 産 収 入 5,497,850 4,842,145 113.5 0.5

寄 附 金 32,772 32,722 100.2 0.0

繰 入 金 26,217,499 38,496,398 68.1 2.4

繰 越 金 1 1 100.0 0.0

諸 収 入 59,245,852 59,410,460 99.7 5.4

県 債 142,932,400 140,388,300 101.8 13.1

歳　入　合　計 1,090,500,000 1,055,100,000 103.4 100.0

（単位：千円，％）



- 10 -

２　歳　出　予　算

区　　　　　分
　令和２年度
　当初予算額（Ａ）

　令和元年度
　当初予算額（Ｂ）

比　較
Ａ／Ｂ

Ａ　の
構成比

議 会 費 2,137,954 2,057,121 103.9 0.2

総 務 費 63,934,356 56,891,848 112.4 5.9

民 生 費 129,615,017 130,110,801 99.6 11.9

衛 生 費 79,932,117 81,598,036 98.0 7.3

労 働 費 3,121,034 3,356,709 93.0 0.3

農 林 水 産 業 費 31,498,715 27,960,066 112.7 2.9

商 工 費 54,124,937 55,650,601 97.3 5.0

土 木 費 121,555,057 100,977,869 120.4 11.1

警 察 費 63,355,939 63,374,851 100.0 5.8

教 育 費 194,785,209 197,371,978 98.7 17.9

災 害 復 旧 費 43,048,376 56,109,697 76.7 3.9

公 債 費 143,188,166 151,014,393 94.8 13.1

諸 支 出 金 159,803,123 128,226,030 124.6 14.7

予 備 費 400,000 400,000 100.0 0.0

歳　出　合　計 1,090,500,000 1,055,100,000 103.4 100.0

（単位：千円，％）
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Ⅲ　令和２年度総務局関係予算

１　一　般　会　計

総　額(Ａ) 一般財源 総　額(Ｂ) 一般財源 Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

総 務 費 50,542,618 37,279,021 42,980,322 35,506,381 7,562,296 117.6

商 工 費 28,295 28,295 0 0 28,295 ―

警 察 費 80,933 80,933 92,718 92,718 △11,785 87.3

教 育 費 68,729 68,729 92,551 92,551 △23,822 74.3

災 害復 旧費 0 0 42,232 232 △42,232 －

公 債 費 143,187,994 132,058,977 151,013,902 139,063,762 △7,825,908 94.8

諸 支 出 金 159,803,123 159,803,123 128,226,030 128,226,030 31,577,093 124.6

予 備 費 400,000 400,000 400,000 400,000 0 100.0

合　計 354,111,692 329,719,078 322,847,755 303,381,674 31,263,937 109.7

区　　分

（単位：千円，％）

令和２年度当初予算額 令和元年度当初予算額 比　　　較
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２　特　別　会　計

Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

証紙繰出金

　証紙繰出金
25,000 25,000 0 100.0

証紙代金収納計器
繰出金
　証紙代金収納計器
　繰出金

2,851,130 4,140,000 △ 1,288,870 68.9

 管特
 理別
 事会
 務計
 費

管理事務費

　通信管理費
202,261 202,572 △ 311 99.8

公特
債別
管会
理計

公債管理費

　公債管理費
282,575,350 279,424,995 3,150,355 101.1

285,653,741 283,792,567 1,861,174 100.7

（単位：千円，％）

証特
紙別
等会
　計

合　　　計

区　　　　分
比　　較

令和２年度
当初予算額(Ａ)

令和元年度
当初予算額(Ｂ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 要 事 業 の 概 要



 - 13 - 

Ⅳ 課別主要事業の概要            

１ 総  務  課 

 

（1） 庁内管理に関する事務 

   来庁者の案内，庁内の取締り等を行い，庁舎内の秩序維持に努め，良好な執務環境

  を保つ。 

 

（2） 東京事務所の運営 

   県と中央官庁等との間における事務の推進及び連絡，県政の運営に関する必要な事

  項の調査及び資料の整備等を行う。 

 

（3） 総務事務所に関する事務 

   総務事務所の円滑な運営に向けて，本庁と総務事務所間の連絡，協議，調整等を行う。 

 

（4） 文書に関する事務 

   公印の管理，文書の収受・発送及び整理保存，重要文書の審査，条例等の公布，県

  報発行等を行う。 

  

（5） 県立文書館の運営 

    県に関する歴史的資料として重要な行政文書，古文書その他の記録を収集保存し，

  これらを県民の利用に供する。 

 

（6） 情報公開及び個人情報保護に関する事務 

ア 行政文書の開示 

行政文書開示制度に関する総合調整を行うとともに，各実施機関から諮問のあっ

た行政文書の開示決定等又は行政文書の開示請求に係る不作為に対する審査請求事

案を審査する情報公開・個人情報保護審査会の運営に関する事務を行う。 
 

〔行政文書開示請求の処理の状況（令和元年度実績）〕     （単位：件） 

内 容 請 求 
件 数 

開 示 
 

 
部 分 
開 示 

 
不開示 

 
その他 

 

構成比
（％） 

構成比
（％） 

構成比
（％） 

構成比
（％） 

行政文書の開示 1,242 468 37.7 492 39.6 7 0.6 275 22.1 
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イ 個人情報の保護 

個人情報保護条例に関する周知及び総合調整を行うとともに，各実施機関から諮

問のあった保有個人情報の開示決定等，訂正決定等，利用停止決定等又は保有個人

情報の開示請求，訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に対する審査請求事

案を審査する情報公開・個人情報保護審査会及び同条例の運用に関する重要事項等

を調査審議する個人情報保護審議会の運営に関する事務を行う。 

また，個人情報保護法に関する周知，苦情処理のあっせん等の事務を行う。 
 

   〔保有個人情報開示請求の処理の状況（令和元年度実績）〕     （単位：件） 

内 容 請 求 
件 数 

開 示 
 

 

部 分 
開 示 

 

不開示 

 

その他 

 

構成比
（％） 

構成比
（％） 

構成比
（％） 

構成比
（％） 

保有個人情報の開示 982 755 76.9 205 20.9 1 0.1 21 2.1 

 

ウ 行政情報の提供 

県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう，行政情報コーナーにお

いて，各種行政資料を収集し閲覧等に供するとともに，県ホームページ上で行政資

料の検索システムを運用するなど，行政情報の積極的な提供に努める。 

また，ふれあいコーナーにおいて，各種事業のパンフレット，リーフレットの配

布，ポスターの掲示等を行う。 

   〔行政情報コーナーの利用状況（令和元年度実績）〕 

利 用 者 数                    EA （人） A利 用 冊 数                    EA （冊） 

総    数 A１ 日 平 均            E 総    数 A１ 日 平 均            E 

5,310 22.1 15,120 63.0 

     〔行政資料の保有状況（令和２年３月末現在）〕 

区    分 A一 般 資 料              E A統 計 資 料              E 総   数 

冊      数 19,948 30,639 50,587 

 

（7） 法務等に関する事務 

    条例，規則など県法規案の審査，行政手続法及び行政手続条例並びに行政不服審査

法及び行政不服審査法施行条例に関する事務等を行う。 
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（8） 行政書士に関する事務 

    行政書士及び行政書士会の指導監督育成等を行う。 

 

（9） 新公益法人制度に関する事務 

    広島県公益認定等審議会の運営等，公益認定に関する事務を行う。 

 

（10） 法人に関する事務 

    公益法人等に対する指導監督等を行う。  
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２ 審 理 担 当 

 

（1） 審理員に関する事務 

   行政不服審査法の規定により審理員の権限とされた事務を行う。 
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３ 秘 書 課 

 

（1） 知事・副知事の秘書に関する事務 

知事・副知事の秘書に関する事務を行う。 

 

（2） 栄典に関する事務  

   各省庁からの通知等に基づき，叙勲並びに褒章候補者の上申を行う。 

     〔令和元年度受章者数【県知事推薦分】〕（単位：人・団体） 

 

 

（3） 表彰に関する事務 

知事表彰に係る事務の総括を行う。 

 

（4） 行幸啓等に関する事務 

行幸啓等に係る事務の総括を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分                    E 受章者 

A春 秋 叙 勲                  E 
元 年 春 44 

元 年 秋 48 

第 ３ ２ 回 危 険 業 務 従 事 者 叙 勲 14 

第 ３ ３ 回 危 険 業 務 従 事 者 叙 勲 14 

A高 齢 者 叙 勲                                E 18 

A死 亡 叙 勲                                E 19 

A叙 位                                E 38 

藍  綬  褒  章 
元 年 春 3 

元 年 秋 1 

黄  綬  褒  章 
元 年 春 0 

元 年 秋 1 

A紺 綬 褒 章                                E 36 
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※病院等を含む 

４ 人 事 課 

（1） 人事管理 

ア 職員の任用に当たっては，活力ある職場の形成を基本目標とし，次のことを指針

とする。 

・客観公平な人事管理 

・長期的視野に立った人事管理 

・能力を十分に発揮できる人事配置 
 
    〔令和２年４月１日付け人事異動〕  

    ○  異動総数（採用，退職を除く｡) １，３３９人（昨年 １，３７４人） 

       本庁・地方機関間の異動       ３４３人（昨年   ３３７人） 

部局間の異動          ３０３人（昨年   ２９８人） 

    ○  採  用             ３２２人（昨年   ２７７人） 

    ○  退職（令和２年３月３１日付け） ２７３人（昨年   ２８０人） 

 

イ 人事評価については，目標管理と連動した評価制度により，組織的な目標を共有

するとともに，目標の達成に向けたコミュニケーションを通じて，職員個人や組織

の育成に努める。また，管理職のマネジメントスキルの向上研修の更なる充実や，

コンピテンシー評価導入による効果的な育成など，職員の成長を促す指導・育成の

強化を図る。 
 

ウ 給与，勤務時間その他の勤務条件については，基本的には人事委員会の勧告を尊

重するとともに国及び他県の状況を勘案しつつ，その適正化を図るよう努める。 
 
 

（2） 研 修 

時代の変化に迅速かつ的確に対応できる人材として，①住民視点に立ち，主体的に

考える職員 ②変革に挑戦し，行動力のある職員 ③高い専門性とスピード・コスト

意識を持った職員 などの自立型の人材育成を，県・市町一体で推進する。 

また，民間企業，中央官庁への派遣研修など，組織外研修も実施する。 
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（3） 職員の健康管理 

労働安全衛生法に基づき，職員の心身の健康を積極的に支援するため，職員の安全

衛生管理体制を確立するとともに，健康診断及び健康教育・相談事業を行う。 

 

  〔令和元年度実施状況〕      

    ・ 一 般 定 期 健 康 診 断                                ６，１２９人 

    ・ 新 規 採 用 職 員 健 康 診 断                                  ２５７人 

    ・ 特 別 定 期 健 康 診 断                                １，８４２人 

    ・ Ｖ Ｄ Ｔ 作 業 従 事 者 健 康 診 断                                １，６２６人 

    ・ 医療関係職員のＢ型肝炎定期検診    １９８人 

    ・     〃      ﾜｸﾁﾝ接種     ５１人 

    ・ 結 核 健 康 診 断                    ２４人 

    ・ 生 活 習 慣 病 予 防 検 診                 ３，３９１人 

    ・ 健 康 教 育                                １，４５７人 

    ・ 職 員 相 談                                ３，６５７件 

    ・ 事 後 指 導                                ２，７２５件 

    ・ 新 規 採 用 職 員 へ の 保 健 指 導                   １８９件 

・ ス ト レ ス チ ェ ッ ク  ６，０６０人 
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５ 業務プロセス改革課 

 

（1） 定員管理 

 経営資源を最大限に活用し，「最少の経費で最大の効果を挙げる」という行政経営の基

本原則に立ち，業務能率の向上や業務プロセスの見直しなどの取組を推進するとともに，

平成30年７月豪雨災害からの復旧・復興を推進する体制の確保に取り組む。 

 

（2） 業務プロセスの改革 

   行政サービスの価値向上を目指して，現行の業務プロセスを見直すとともに，ＩＣＴの

更なる利活用等により，生産性の高い働き方への改革に取り組む。 

 

（3） 内部統制制度の推進 

   「広島県の内部統制に関する方針」に基づき，内部統制制度の適切な運用を図り，不適

切な事務処理の発生を未然に防止するとともに，適正かつ効率的な業務執行の確保に取り

組む。 

 

（4） 情報システムの最適化 

これまで取り組んできた庁内情報システムの再構築や改修等に対する全庁的な視点から

の適正化指導・改善活動を継続し，県の情報システムの最適化を一層推進することで，情

報システムの有効性及び効率性の向上に取り組む。 

 

（5） 情報セキュリティ対策の推進 

安全で信頼できる電子自治体の構築に向けて，庁内ネットワークのインターネットから

のリスクの分離，県内すべての市町が参加するひろしま情報セキュリティクラウドの運用

など本県の情報セキュリティ対策の一層の強化，職員に対する継続的な意識啓発など，情

報セキュリティ対策の推進に取り組む。 

 

（6） 情報通信基盤の運営 

国及び全国の都道府県・市町村のすべてを接続する行政専用のネットワークとして整備

された総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ），県内のすべての市町を接続する高速大容量

の公共情報通信基盤である広島メイプルネット及び県の行政ＬＡＮ・ＷＡＮなどの本県の

情報通信基盤を適切に運営・管理する。 
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（7） 地域情報化の推進 

県民生活の利便性の向上を図るため，情報通信技術の利活用を促進する。 

また，市町情報システムの経費削減や災害対応力強化等促進のため，基幹業務系情報シ

ステム（住民情報，税，福祉等）のクラウドを活用した共同利用・共同調達に向けた取組

を支援する。 

 

（8） 電子的行政サービスの推進 

インターネットを利用して，自宅などから各種申請・届出等を電子申請することができ

る「広島県・市町電子申請システム」や，県内のスポーツ施設や文化・社会教育施設等の

予約ができる「ひろしま公共施設予約システム」を市町と共同で運営するとともに，利用

促進に取り組む。 

 

（9） 社会保障・税番号制度への対応 

「社会保障・税番号制度」の基幹部分となる統合宛名システムの安定稼働と庁内関係シ

ステムとの連携を適切に実施するとともに，市町が行う情報システムの整備等についても，

市町間での情報共有や連携が図れるよう支援を行う。 
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６ デジタルトランスフォーメーション推進チーム 

 

（1） デジタルトランスフォーメーションの推進 

 広島県におけるデジタルトランスフォーメーションの推進に向けて，全体戦略の企画・

推進・総合調整を担うとともに，県庁の各局，市町，企業等各主体に対し，デジタルトラ

ンスフォーメーションへの理解と知識の浸透を図り，それぞれの目指す姿の実現に必要な

人材や資源の確保の取組への支援や規制の障壁の除去等ボトルネックの解消など具体的な

支援を行う。 

ア デジタルトランスフォーメーションに関する情報収集・情報提供，戦略的広報など

により，機運の醸成を図る。 

イ 人材育成や官民データ利活用環境の整備など，デジタルトランスフォーメーション

を推進する環境を整備する。 

ウ 関係者間の総合調整，具体的な取組への相談対応など，各主体のデジタルトランス

フォーメーションの取組を支援する。 

 

（2） デジタルトランスフォーメーション推進本部の運営 

広島県内のデジタルトランスフォーメーションを一体的かつ総合的に推進するため，全

庁横断的な組織である「デジタルトランスフォーメーション推進本部」を運営する。 
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７ 福 利 課 

 

（1） 職員の福利 

   職員の福利厚生の向上のため，地方公務員等共済組合法に基づく共済制度や互助会

事業と一体となって，職員の保健，元気回復，その他福利厚生に関する計画の策定・

実施を行う。 

（2） 公務災害補償等 

   議会の議員，非常勤の行政委員会・審査会・審議会などの委員等及び非常勤の調査

員・嘱託員等の公務災害・通勤災害の認定及び補償に関する事務を行う。 

   また，認定又は補償に関する決定の不服申立てに対する公務災害補償等審査会に関

する事務を行う。 

（3） 恩給及び退隠料支払 

   恩給法及び広島県吏員恩給条例等に基づく恩給等の裁定・支払事務を行う。 

   ・令和元年度恩給及び退隠料の受給者数及び支給額 

            １５２人 １億７，７５０万円 

（4） 地方職員共済組合広島県支部の事務 

   地方公務員等共済組合法に基づき，医療給付等の短期給付，厚生年金保険給付及び

退職等年金給付の長期給付並びに組合員の保健，診療所の経営，宿泊施設の経営，貯

金業務及び臨時の支出に対する貸付け等の福祉事業を行う。 

（5） 地方公務員災害補償基金広島県支部の事務 

   常勤の地方公務員の公務災害・通勤災害について，地方公共団体に代わって認定・

補償事務を行うとともに，認定・補償に関する決定の不服申立てに対する支部審査会

の事務を行う。 

   ・令和元年度公務災害等認定件数  ５０３件 

（6） 一般財団法人広島県職員互助会の事務 

   公益事業を行うほか，地方職員共済組合広島県支部と相まって職員に対する給付等

の職員の相互救済その他の福利厚生事業を行う。 

 

 



- 24 - 

８ 財 政 課 

 

（1） 予算の編成 

財政構造改革を進めつつ，県勢発展に向けた施策を積極的に展開することを基本と

して，各局部からの予算要求に基づき，その事業の重要度，緊急度，必要性，行政効

果等を総合的に検討して予算の編成事務を行う。 

 

（2） 県議会に関する連絡調整 

地方自治法に基づき，県議会の招集，議案の作成等を行うほか，県議会との連絡調

整を行う。 

 

（3） 財政経理に関する事務 

地方交付税の算定資料の作成及び県債関係事務等を行い，効率的な財政運営に資する。 

 

（4） 財政運営状況に関する調査・報告 

予算の執行状況等についての調査のほか，財政状況の公表，決算報告をはじめ各種

財政調査統計資料を作成する。 

 

（5） 地方公営企業法に関する事務 

病院事業，工業用水道事業，土地造成事業，水道用水供給事業及び流域下水道事業

は，病院事業局及び企業局で所掌しているが，財政課においては起債事務などの補助

事務及び議案その他法令上知事において処理すべき事務を行う。 

 

（6） 行政委員会等との連絡調整 

県公安委員会，県警察本部及び県監査委員との連絡調整を行う。 

 

（7） 資金管理の高度化・効率化 

資金管理業務について，引き続き，金融専門家等で構成する資金管理会議を設置し，

資金管理方針に沿って，資金管理の高度化，効率化を図る。 

 

（8） 県出資法人に関する事務 

県が出資等をしている法人に対する調査，指導監督及び法人のあり方見直しに関す

る総合調整を行う。 
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９ 財産管理課  

 

（1） 公有財産の事務の総括 

   各所属において管理している公有財産の総括的な事務を行う。 

   ・公有財産の主なもの（令和２年３月３１日現在） 

      土 地      ：5,406.0ha   建 物      〔延床面積〕：351.9万ｍ
２ 

 

（2） 県庁舎の管理
 

   県庁舎及び付属施設について，県民の利便と環境整備に配慮しながら，適正な管理

  を行う。 

     敷 地      ：4.72ha  庁 舎      〔延床面積〕：8棟  8.8万ｍ
２
（議会棟を含む。） 

 

（3） 庁舎の整備 

 大規模災害発生時における業務を円滑に行い，県民の安全・安心を確保するため，

防災拠点等となる県庁舎及び地方機関庁舎の耐震化等を行う。 

［耐震改修工事等］ 

施設名 工期 

本庁舎（本館，南館，議事堂） Ｈ30年度～Ｒ３年度 

地方機関庁舎 Ｈ28年度～Ｒ３年度 

 

（4） 公舎，独身寮の管理 

   公舎，独身寮の計画的な維持修繕を行い，適正な管理を行う。 

   ・公舎及び独身寮数（令和２年４月１日現在） 

     公舎：903戸  独身寮：270室 

 

（5） 普通財産の管理及び処分 

普通財産の適正な管理を行うとともに，財産収入の確保の観点から，未利用県有地

等については，条件の整ったものから順次売却を進める。 

 

（6） 県有資産の有効活用の推進 

ファシリティマネジメントの視点に立った県有施設の利活用の推進を図るとともに，

未利用スペースの貸付など県有資産の活用を進める。 
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10 税 務 課 

 

（1） 県税の賦課徴収 

県税は９税目の普通税と２税目の目的税から成り立っており，これらの賦課徴収に

当たっては，地方消費税，県たばこ税，自動車税環境性能割，自動車税種別割（新規

登録時の月割課税分），鉱区税及び産業廃棄物埋立税の賦課徴収を税務課が担当し，

その他については，県内３か所の県税事務所及び４か所の県税事務所分室において処

理する。 

令和２年度の県税収入予算は，一般会計予算の３１．１％を占める３,３９３億 

１，６００万円を計上し，この確保については次の事項を重点的に推進する。 

  ア 個人県民税の徴収強化 

個人県民税について，着実な歳入の確保や収入未済額の縮減等を図るため，次の

対策を実施する。 

（ア）個人住民税のみの滞納案件を引き受け，県職員が滞納整理を行うことにより，

個人住民税の収入確保を図る直接徴収（県単独型）を実施する。 

（イ）市町における個人住民税の滞納整理を促進するため，県の職員が市町の職員の

身分を併任し，市町の職員とともに個人住民税等の徴収事務に従事する併任徴収

（随時型）を実施する。 

（ウ）県及び県内全市町で構成する「広島県地方税徴収対策推進協議会」において，

引き続き，県市町連携による徴収対策強化について検討するとともに，個人住民

税特別徴収の徹底に向けた取組を行う。 

  イ 組織的な滞納整理の促進 

滞納整理目標を設定し，徴収支援システムを活用した組織的な進行管理を徹底し，

計画的かつ効果的な滞納整理に努める。 

（2） 地方譲与税に関する事務 

地方譲与税は，国税として徴収したものを都道府県人口，従業者数，道路延長等を

もとに配分し，地方に譲与されるもので，特別法人事業譲与税，地方揮発油譲与税，

石油ガス譲与税，自動車重量譲与税，森林環境譲与税，航空機燃料譲与税がある。令

和２年度の予算は５２５億３,２００万円を計上しており，この収入事務を行う。 

 

（3） 市町に対する交付金の交付 

県に納付・納入された県民税利子割，県民税配当割，県民税株式等譲渡所得割，県

民税分離課税所得割，法人事業税，地方消費税，ゴルフ場利用税，自動車税環境性能

割及び軽油引取税について，一定の基準により市町へ交付する。  
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（4） 市町の税政運営に対する助言 

地方分権の進展や三位一体改革に伴う税源移譲により，県・市町における自主財源

の重要性が益々増大し，徴収対策の更なる強化が求められていることから，市町の徴

収対策強化の取組を支援するとともに，市町の税政運営に対する助言を行う。 

  ア 市町の税政運営に対する助言 

     市町税の適正な賦課，徴収及び徴収率の向上のため，研修会の開催や助言等を行う。 

  イ 市町の地方交付税の算定等（基準財政収入額に関することに限る。） 

    基礎数値のとりまとめ及び検査を行う。 

ウ 市町の固定資産評価額を広島県固定資産評価審議会に諮り，評価の適正化と市町

間の均衡確保に努める。 

（5） 県税に関する広報等の事務 

県税の制度や納期内納付の勧奨について各種の広報媒体を活用して積極的に広報す

るとともに，学校等における租税教育の推進に努め，県税に対する県民の理解を深め

ることにより，公平・公正な税制度の確立に努める。 

ア 県税に関する冊子（「県税のしおり」），リーフレット（「あなたと県税」）を

作成し，広く制度の広報に努めるとともに，県のホームページにも掲載する。 

イ 金融機関，庁舎等へのポスター，懸垂幕の掲示や，県の広報番組等を活用するこ

とにより，自動車税種別割の納期内納付の勧奨，所得税・事業税・住民税の申告勧

奨等に努める。 

ウ 広島県租税教育推進協議会に参画し，小中学生用社会科副教材を編集発行するな

ど，児童・生徒等に対する租税教育の推進に努める。 

（6） 債権管理の高度化・効率化 

使用料・貸付金等の税外債権の管理・回収については，副知事を会長とした「広島

県債権管理会議」を中心に，全庁を挙げて滞納債権の縮減対策に取り組んできた。 

平成２８年度には，中期財政運営方針の期間に合わせて，令和２年度までの中期目

標（５年間で３億１，７００万円縮減）を設定し，ＰＤＣＡサイクルによる進行管理

手法を継続して綿密に実施するほか，早期回収に向けた取組を促進することなどによ

り，収入未済額の縮減に取り組んでいる。 

平成２９年度からは，滞納発生の未然防止策の徹底及び債権保全対策の拡充などの

対策を加え，目標達成に向けた取組を着実に実施している。 
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（7） 税務トータルシステムの運用管理 

税務トータルシステムの適正な運用を図り，課税から決算までの総合的な事務処理

を行う。 

ア 法人二税システム        サ 口座振替システム 

  イ 県民税利子割システム      シ 県税管理システム 

  ウ 個人事業税システム       ス 県税決算システム 

  エ 不動産取得税システム      セ 徴収システム 

  オ 間税システム          ソ 納税証明書等発行システム 

  カ 自動車税種別割システム     タ 軽油免税証システム 

  キ 自動車税環境性能割システム   チ 納税者管理システム 

  ク 鉱区税システム         ツ 徴収支援システム 

  ケ 収入管理システム        テ 産業廃棄物埋立税システム 

  コ 還付充当システム        ト ＥＵＣシステム 

（8） 電子的行政サービスの拡充 

ア 地方税の電子申告 

    法人県民税及び法人事業税の申告・届出等を行う地方税の電子申告システム（ｅ

ＬＴＡＸ(エルタックス)）の運用を平成１８年１月から開始している。引き続き運

用を行い，利用者の利便性向上に努める。 

イ 電子納付・クレジット納付 

    県民の納税機会の拡大及び利便性の向上を図るため，平成２４年４月から，パソ

コン，携帯電話，金融機関のＡＴＭを利用して納税できる電子納付（自動車税種別

割，個人事業税，不動産取得税），平成２８年４月から，インターネットを利用し

たクレジット納付（自動車税種別割），平成３１年４月から，スマートフォンアプ

リＰａｙＢ（ペイビー）を利用した納付の運用をそれぞれ開始している（自動車税

種別割，個人事業税，不動産取得税）。また，令和２年10月から，全ての地方公共

団体へ一括して電子納税することができる地方税共通納税システムの運用を開始

している（法人県民税，法人事業税）。引き続き，県民への周知・利用促進に努め，

より一層の納期内納付を推進し，納期内納付率，収入率の向上を図る。 

  ウ 自動車保有関係手続のワンストップサービス（ＯＳＳ） 

自動車を保有するための保管場所証明，自動車検査登録及び自動車税（環境性能

割・種別割）の申告などの一連の手続をインターネットで行うシステムの運用を平

成２９年４月から開始している。引き続き運用を行い，利用者の利便性向上に努め

る。 
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11 経営企画チーム 

 

（1） 「広島県職員の行動理念」等の普及促進 

「３つの視座」，「３つの心掛け」及び「広島県職員の行動理念」に沿った優良事

例を職員へ周知することにより，職員一人ひとりがこれらに基づき行動することを促

進する。 

 

（2）地方創生の推進及び第２期「広島県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定 

人口減少問題を克服し，地方創生を成し遂げるため，「広島県まち・ひと・しごと

創生総合戦略」に掲げる取組を推進する。 

   また，令和２年１０月に新たな総合計画（ビジョン）を策定する予定であることか

ら，これに連動した第２期総合戦略を策定する。 

 

（3） 県政運営の基本方針の策定及び重要施策の総合調整 

「ひろしま未来チャレンジビジョン」の目指す姿の実現に向け，毎年度，県政運営

に当たっての基本姿勢や重点的に取り組む施策の方向などを「基本方針」として整理

し，これに基づく効果的な施策の推進と戦略的な経営資源の配分を行う。 

 

（4） 施策マネジメントの運用 

「ひろしま未来チャレンジビジョン」を構成する施策・事業群ごとに設定した目標

の進捗状況を「執行モニタリング」をはじめとする施策マネジメントにより点検・検

証し，その結果をベースとして，随時，取組の見直し，改善を図るとともに，次年度

以降の取組にも反映させ，施策目標の着実な実現を図る。 

また，ＰＤＣＡの実効性を高めるため，ビジネスプランやエビデンスに基づく施策

立案の考え方の職員への浸透・定着を図る。 
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（5） ミッション重視の組織体制の構築 

「ひろしま未来チャレンジビジョン」の目指す姿の実現に向け，組織のミッション

性を更に向上させるとともに，組織としての施策推進力・実行力の強化を図る。 

また，社会経済環境の変化や危機管理への対応など，迅速かつ的確に対応するため，

責任者とミッションを明確にした柔軟で機動的な組織体制の整備を行う。 

 

（6） 新たな総合計画（ビジョン）の策定 

平成２２（２０１０）年１０月に策定した「ひろしま未来チャレンジビジョン」に

ついて，令和２年度に計画期間が終了することから，現行ビジョンの振り返りや将来

の状況変化等を踏まえ，次の１０年における新たな広島県づくりの方向性を示した，

新たな総合計画（ビジョン）を策定する。 

 

（7） 市町や民間企業等とのパートナーシップの強化 

民間企業等との相互の強みを活かした協働の取組により，地域社会の活性化や県民

サービスの向上を図るため，包括的な連携を進めるとともに，この枠組みを活用し，

市町の取組を促進する。 

 

(8) 地方分権改革の着実な推進に向けた取組 

ア 地方分権改革の着実な推進に向け，国と地方の役割分担の見直し，財源の確保等

の必要な措置を講じた上での国から地方への事務権限の移譲，国の義務付け・枠付

けの抜本的な見直しなどを，提案募集方式などを活用して，国に強く働きかける。 

イ 国と地方の役割を見直し，地方の役割に応じた権限・財源・責任を地方が有する

「地方分権型道州制」の実現に向けて，国等関係機関への働きかけや機運醸成など

に取り組む。 
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(9) 施策提案 

本県施策を推進するに当たり，本県独自又は喫緊の課題を踏まえ，国との連携・協

力が必要な事項について，春と秋の年２回「施策に関する提案書」を取りまとめ，国

に対する提案活動など，積極的な働きかけを行う。 

 

(10) 特区の推進 

平成２８年１月に国から指定を受けた国家戦略特別区域について，規制の特例措

置の活用を推進し，本県の産業競争力の強化を図るとともに，構造改革特区制度の

活用により，地域の活性化を図る。 

 

（11） 経済関係情報の収集及び分析 

県政の的確な運営の基礎資料とするため，経済の動向や国が進める経済連携協定

など，経済関係の幅広い情報を収集，分析するとともに，庁内での共有を行う。 

 

(12) 隣県等との交流促進 

島根県，愛媛県，岡山県，鳥取県，三重県，山口県及び宮城県と会議を開催し，

共通する行政課題等についての協議を行うほか，共同プロジェクトの推進等を図る。 

区  分 目    的 

島根・広島交流会議 広島・島根両県の交流・連携方策等について協議，意見交換（平成５年度～） 

広島・愛媛交流会議 広島・愛媛両県の交流・連携方策等について協議，意見交換（平成５年度～） 

岡山・広島両県知事会議 広島・岡山両県の交流・連携方策等について協議，意見交換（平成２２年度～） 

鳥取・広島両県知事会議 広島・鳥取両県の交流・連携方策等について協議，意見交換（平成２３年度～） 

三重・広島両県知事会議 広島・三重両県の交流・連携方策等について協議，意見交換（平成２５年度～） 

広島・山口両県知事会議 広島・山口両県の交流・連携方策等について協議，意見交換（平成２６年度～） 

宮城・広島両県知事会議 広島・宮城両県の交流・連携方策等について協議，意見交換（平成２７年度～） 
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(13)  知事会議 

全国知事会議，中国地方知事会議等において，共通課題や国等への要請事項につい

て協議する。 

区  分 全 国 知 事 会 議 中国地方知事会議 中国地域発展推進会議 

会    長 徳島県知事 岡山県知事 岡山県知事 

構 成 員 全国の都道府県知事 中国地方５県知事 
中国地方５県知事，中国経済連合会・ 

中国地方５県の経済界の代表者 

会議開催 
年４回程度 

ＷＥＢ・東京都 

年２回 

ＷＥＢ・岡山県 

年２回 

書面開催・岡山県 

 

 

区  分 中国圏広域地方計画推進会議 中 四 国 サ ミ ッ ト 
日本創生のための 

将来世代応援知事同盟 

会  長 岡山県知事 開催県が持ち回り(中国・四国交互) 持ち回り（令和２年：滋賀県知事） 

構 成 員 中国地方５県知事・県議会議長 
中四国地方９県知事 

中国及び四国経済連合会会長 

岩手，宮城，福島，茨城，福井,

山梨，長野，三重，滋賀，鳥取，

島根，岡山，広島，山口，徳島，

高知，宮崎の17県知事 

会議開催 
年１回 

書面開催 
中止 中止 

 

※ 今年度は，新型コロナウイルス感染症の影響により，会議が中止，ＷＥＢ又は書面での開

催となったものがある。 

 

（14） 旧被服支廠の保存・利活用 

    保存・利活用策について，様々な分野の有識者などの意見を聴取し，幅広い観点か

ら検討を行う。 
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12 ブランド・コミュニケーション戦略チーム 

 

（1） 広報に関する事務 

発信者中心の広報から，県民起点に立った「伝わる広報」への転換や「県内外への

情報発信の強化」を基本方針として，積極的に県政情報や本県の魅力を発信する戦略

的な視点による広報活動を実施する。 

ア 印刷物による広報 

    

区    分 発行回数 発行部数 配 布 先                E 

ひ ろ し ま県 民だ より 
4回 

（7,10,1,4月） 
950,000部 

県内各世帯,市町,関係機関,主

なコンビニ・スーパー等(包括

連携企業)ほか 

点字版,テープ･デイジー 

( C D )版  ひ ろ し ま 県 民 だ よ り 

4回 

（7,10,1,4月） 
352部,175本 配布を希望する視覚障害者ほか 

 

イ 放送による広報 

  

区   分 A放 送 局          E A放 送 日 時                E 放送回数 

ひろしま県民

テ レ ビ 
(クローズドキャプション付) 

広島ホーム

テレビ 

（本放送以降に

ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ9局

でも再放送） 

日曜日20：56～21：00（月３回） 
（再）水曜日24：45～24：50 

（再）日曜日17：55～18：00 

34回 

ひろしま県民

テ レ ビ 
特 別 番 組 

(クローズドキャプション付) 

広島ホーム

テレビ 

【「カープ道」×ひろしま県民テレビ】 

・水曜日24：45～24：50（年９回放送） 

【ココ！ブランニュー】 

・日曜日10：00～10:52のうち４分間 

（年２回放送） 

計11回 

広島県からの

お 知 ら せ 

広島ホーム

テレビ 

毎週火曜日17:00～18:00ごろ 
(みみよりライブ５up!内30秒×２枠) 

約50回 
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ウ ホームページ，ＳＮＳ 

A名 称             E A内 容                              E 

広 島 県 ホ ー ム ペ ー ジ 
インターネットのホームページを運営し，県政情報

等を提供する。 

広 島 県 公 式 Ｓ Ｎ Ｓ 等 

広島県公式ツイッター，フェイスブック，ライン， 

TikTokを運営し，県政情報等を幅広い世代に提供す

る。 

エ パブリシティ 

行政施策を効果的に推進するため，次のとおり報道機関への情報提供を行う。 

区 分 内       容 

記 者 会 見 知事等による会見 

記 者 発 表 局長等による県の施策に係る情報提供 

資 料 提 供 資料による情報提供 

 

 

（2） 広聴に関する事務 

県民起点の行政を推進する観点から，県民の意見をより適切，迅速に県政に反映さ

せるため，各種の広聴活動を積極的に実施する。 

区  分 内      容 

個別広聴 
・ホームページやファックス等による県政提言の受付及び回答 

・各種団体からの要望等に対する文書回答等の実施 

 

（3） ブランド戦略に関する事務 

広島のブランド価値向上に向けて，魅力ある地域として選ばれるよう県としてのブ

ランド戦略の再構築と，ブランド力強化のためのマネジメントを推進する。また，県

の様々な事業がマーケティング視点で実施されるよう，研修や業務コンサルを行うこ

とで浸透を図る。 
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13 統 計 課 

（1）統計調査基盤の充実 

統計調査を円滑に実施し，その精度の向上を図るため，次のとおり県民一般を対象

として統計知識の普及・啓発事業を推進するとともに，統計関係者に対する研修等を

実施する。 

  ア 統計知識の普及・啓発事業の推進  

県民が統計知識の重要性を認識し，統計に親しみ，統計調査に協力する環境の

醸成に努める。 

事    業 主 な 内 容 

広島県統計功労者表彰式の開催 ・統計功労者表彰 

統計の日（１０月１８日）関連行事 
・ポスターの庁舎内掲示，関係機関等への配布 

・懸垂幕の庁舎掲示 

広島県統計協会への協力 
・助成 

・統計講習会の共催等 

統計環境整備事業の推進 
・統計に関する各種相談事業・指導助言 

・調査対象事業者等への協力促進 

統計調査の環境改善のための普及啓発事業 
・講習会等の開催 

・教育関係者等の派遣 

 

  イ 統計関係者に対する研修の実施等 

    統計調査員，統計職員の確保・育成，相互連携を図り，統計調査の円滑な実施と

その精度の向上に努める。 

事    業 主 な 内 容 

統計調査員確保対策事業の推進 
・統計調査員希望者の登録 

・登録調査員に対する研修等 

統計職員等の養成 ・地方統計職員業務研修 

統計調査員安全対策事業 ・統計調査員，指導員に対する安全対策指導 

 

（2）統計調査の実施 

国の各省からの委託統計調査及び県が実施する統計調査について，その円滑な実施

を図る。 

  ア 令和２年国勢調査 

    令和２年１０月１日午前零時時点における日本に居住している全ての人及び世帯

を対象に，人口及び，その性別や年齢，配偶の関係，就業の状態や世帯の構成と

いった日本国内の人口・世帯の実態を明らかにするとともに，各種行政施策の基礎

資料を得ることを目的に，本県で約１２５万世帯を対象に調査を実施する。 

イ その他の統計調査 

    国の委託事業として１１の統計調査等を実施するほか，県独自の統計調査として，

人口移動統計調査及び鉱工業生産動態統計調査を実施する。 

※ 令和２年度に実施する統計調査事業の概要は，別表のとおり。 
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（3）統計の利用促進 

県民の多様な統計ニーズに応え，その利用を促進するため，統計データの分析・加

工を行い，各種報告書を発行するとともに，インターネット等を通じて統計情報を提

供する。 

 

事    業 主 な 内 容 

統
計
デ
ー
タ
の
分
析
・
加
工 

広島県経済関係の加工

統計の作成 

・県民経済計算 

・市町民経済計算 

・産業連関表 

分析ツールの供用 ・産業連関分析ツール 

各種統計書の作成，各種統計

調査結果報告書の刊行 

 統計年鑑等の総合的な統計書の作成及び各種統計調査結果報

告書を刊行し，県民の利用に供する。 

 ・広島県統計年鑑 

 ・広島県の人口移動，工業統計調査等各種統計調査結果報告書 

統計情報の供用 

 県民等が統計情報を容易に入手し効果的に利用できるよう，県

ホームページによる情報提供を行う。 

「広島県統計課」

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/21/ 

「広島県の統計情報」 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/toukei/ 
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【 令 和 ２ 年 度 統 計 調 査 事 業 の 概 要 】 
 

所

管 
事  業  名 事 業 の 目 的 

調 査 

時 期 

調 査 

対象数 

予 算 額 

（千円） 

総 
 

 
 

 

務 
 

 
 

 
省 

１ 

令和２年国勢調

査 

（基幹統計） 

国内の人口・世帯の実態を把

握し，各種行政施策その他の基

礎資料を得る。 

令和２年 

10月１日 

午前零時 

現在 

【５年周期】 

約125万世帯 

  約281万人 
1,530,474 

２ 

令和２年国勢調

査（事後調査） 

（基幹統計） 

国勢調査本調査の調査方法及

び調査対象の把握状況，調査結

果の精度を実地に検討し，本調

査の結果利活用上の留意及び次

回調査の企画設計等に資する。 

令和２年 

11月20日 

午前零時 

現在 

【５年周期】 

約910世帯 

17調査区 

（Ｈ27） 

令和２年国

勢調査に含

む。 

３ 

令和３年経済セ

ンサス－活動調

査（事前準備） 

，調査区管理 

（基幹統計） 

全産業分野の売上（収入）金

額や費用などの経理項目を網羅

的に把握し，事業所及び企業の

経済活動を全国及び地域別に明

らかにするとともに，事業所母

集団データベース等の母集団情

報を整備する。 

令和３年 

６月１日 

現在 

【５年周期】 

約13万 

事業所 
16,063 

４ 

経済センサス－

基礎調査（乙調

査，事後整理） 

（基幹統計） 

全ての産業分野における事業

所及び企業の活動状態等の基本

的構造を明らかにし，経済セン

サス活動調査の実施中間年にお

ける経済構造統計を作成するこ

と並びに各種統計調査実施のた

めの事業所及び企業の名簿を得

る。 

（甲調査） 
令和元年６月

～ 

令和２年３月 

【５年周期】 

 

（乙調査） 

６月１日 

現在 

【毎年】 

約13万 

事業所 
―  

５ 
労働力調査 

（基幹統計） 

 国民の就業及び不就業の状態

について，月々の変化を明らか

にする。 

毎 月 
約1,200 

世帯/月 
45,508 

６ 

小売物価統計 

調査 

（基幹統計） 

 商品の小売価格，サービスの

料金及び家賃を調査し，消費者

物価指数その他物価に関する基

礎資料を得る。 

毎 月 

価格（動向編） 

 約500店舗 

価格（構造編） 

 約30店舗 

家賃 

 約800世帯 

16,316 

７ 
家計調査 

（基幹統計） 

 国民生活における家計収支の

実態を調査し，各種行政資料の

基礎資料を得る。 

毎 月 
29単位区 

（188世帯） 
27,421 

別 表 
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文
部
科
学
省 

８ 
学校基本調査 

（基幹統計） 

学校教育行政に必要な学校に

関する基本的事項を明らかにす

る。 

５月１日 

現在 

【毎年】 

約1,400校 1,984 

９ 

学校保健統計 

調査 

（基幹統計） 

 幼児，児童，生徒の発育状態

及び健康状態を明らかにし，学

校保健行政上の基礎資料を得る 

４～６月※ 

【毎年】 

170校 

 約79,000人 
306 

厚
生
労
働
省 

10 

毎月勤労統計 

調査 

（全国調査，地方調査） 

（基幹統計） 

雇用，給与及び労働時間につ

いて，全国及び都道府県別の毎

月の変動を明らかにする。 

毎 月 

一種 

約560事業所 

二種 

約420事業所 

25,255 

11 

毎月勤労統計 

調査 

（特別調査） 

（基幹統計） 

雇用，給与及び労働時間につ

いて調査し，全国調査及び地方

調査を補完する。 

７月末 

現在 

【毎年】 

48調査区 

毎月勤労統計 

調査（全国調 

査，地方調

査）に含む。 

農
林
水
産
省 

12 

2020年農林業セ

ンサス（事後整

理） 

（基幹統計） 

農林行政に必要な農業及び林

業に関する基礎資料を整備す

る。 

令和２年 

２月１日 

【５年周期】 

約36,000 

経営体 
8,589 

経
済
産
業
省 

13 
工業統計調査 

（基幹統計） 
※総務省と共管 

工業の実態を明らかにし，産

業政策，中小企業政策など，国

や都道府県などの行政施策のた

めの基礎資料を得る。 

６月１日 

【毎年】 
4,900事業所 14,670 

広
島
県 

14 

広島県人口移動

統計調査 

（県基幹統計） 

本県人口の移動状況の実態を

把握し，各種行政事務の基礎資

料とするとともに，市町世帯数

の推計資料を得る。 

毎 月 

年間 

約30万人 

（悉皆） 

3,002 

15 

広島県鉱工業生

産動態統計調査 

（県基幹統計） 

県内鉱工業の動態を把握し

て，鉱工業生産・出荷・在庫に

関する基礎資料を得る。 

毎 月 27品目 1,778 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により，実施体制が整わない等，やむを得ない場合には，

年度末までの間 
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14 研 究 開 発 課 

 

（1） 総合技術研究所中期事業計画の推進 

意欲ある事業者等や事業局が発信する課題の解決，アイデアの実現に貢献する研究

開発と技術支援に注力するなど，中期事業計画を着実に推進し，地域のイノベーショ

ン創出を目指す。 

 

ア 顧客とのコミュニケーション強化 

  職員による営業活動，現地実態調査，技術相談等のあらゆる支援場面を通じて

ニーズの把握と深掘りに取り組む。 

 

イ 顧客の課題に応じた支援 

（ア）共同研究・受託研究・技術的課題解決支援事業を通じた「ソリューション提案

型」支援の強化により，製品改良や新製品開発からクレーム処理まで，事業者

等が抱える技術的課題の解決を支援する。 

（イ）事業者等のアイデアの迅速な実現，事業局から要請された行政課題の解決に注

力し，迅速かつ確実な成果発現を志向した研究開発を推進する。 

（ウ）広島市，近隣公設試等との連携によって，総合技術研究所単独では対応困難な

技術的課題を迅速に解決し，利用者の利便性向上を図る。 

（エ）技術者研修，新技術セミナー，事業局向け研修等を通じて，企業等人材の育成

や事業局職員の技術力向上を図る。 

 

ウ 課題解決を支える技術基盤等の強化 

（ア）事業者等ニーズの高い製品の評価・検査に使用する機器設備等の計画的整備に

より，技術支援や研究開発，産業人材育成研修等の効果的な実施を図る。 

（イ）事業局と連携し，総合技術研究所が開発した技術の早期移転，県の主要施策の

実現を図る。 

（ウ）知的財産の取得・保護の徹底によって，総合技術研究所の開発技術の可視化，

高付加価値化を図る。 

 

（2） 総合技術研究所に関する事務 

   総合技術研究所の円滑な運営に向けて，庁舎管理，予算執行，知的財産等の管理・

活用，研究課題の評価に関する連絡，協議，調整等を行う。 



令和２年度総務局関係予算説明書



１　一　般　会　計
（単位：千円）

財　源　内　訳

予　算　額 特　定　財　源

国庫支出金 県　債 その他

（款）総務費 50,542,618 1,899,015 5,183,700 6,180,882 37,279,021

（項）総務管理費 33,368,661 376 5,132,600 5,617,247 22,618,438

分担金及び負担金

（目）一般管理費 10,657,685 376 1,000,000 766,170 8,863,440 １．職員給与費 9,091,685
財産収入

24,000 ２．一般共通管理費 1,496,805
諸収入

3,699 ３．公務災害補償費 1,293

４．庁内管理費 67,902

諸収入
（目）人事管理費 1,034,892 0 0 58,085 976,807 １．職員人事管理費 208,993

２．職員研修費 238,693

３．職員相互派遣費 540,816

４．客員スタッフ設置費 46,390

諸収入
（目）広報広聴費 215,996 0 0 3,931 212,065 １．広報活動費 204,490

（１）広報費 202,009

（２）広報調整費 2,481

２．広聴活動費 11,506

（１）情報公開・個人情報保護制度実施費 2,950

（２）行政情報コーナー運営費 8,556

款　　項　　目
一般財源

説　　　　　　明

-
 
4
0
 
-



財　源　内　訳
予　算　額 特　定　財　源

国庫支出金 県　債 その他
諸収入

（目）文書費 107,696 0 1,500 6,585 99,611 １．文書事務管理費 48,701

２．県法規発行費 5,693

３．文書館運営費 53,302

使用料及び手数料

（目）財産管理費 16,578,096 0 4,131,100 13,448 7,771,336 １．県有財産管理費 7,576,972

財産収入
4,659,365 ２．庁舎管理費 485,148

諸収入
2,847 ３．公舎管理費 314,828

４．庁舎等整備・補修費 5,105,691

５．財政調整基金預金利子積立金 1,855

６．減債基金預金利子積立金 90,212

７．大規模事業基金預金利子積立金 742

８．県庁舎整備基金預金利子積立金 2,006

９．広島県平成30年７月豪雨災害復興 193

　　基金預金利子積立金
10．土地造成事業等債務処理基金積立金 3,000,000

11．土地造成事業等債務処理基金預金 449

　　利子積立金

諸収入

（目）東京事務所費 63,307 0 0 711 62,596 １．東京事務所運営費 63,307

使用料及び手数料

（目）事務所運営費 530,241 0 0 1,910 524,265 １．総務事務所等運営費 530,241
諸収入

4,066

（目）恩給及び退職年金費 20,968 0 0 0 20,968 １．元県職員の恩給及び退職年金 20,968

説　　　　　　明
一般財源

款　　項　　目

-
 
4
1
 
-



財　源　内　訳
予　算　額 特　定　財　源

国庫支出金 県　債 その他
財産収入

（目）福利厚生費 337,780 0 0 7,722 283,350 １．職員厚生費 20,273
諸収入

46,708 ２．独身寮運営費 26,360

３．衛生管理費 194,325

４．共済事業費 96,822

諸収入

（目）諸費 3,822,000 0 0 18,000 3,804,000 １．税収入払戻金及び払戻加算金 3,404,000

２．税外収入払戻金 400,000

３．小切手支払未済償還金 18,000

（項）企画費 6,201,711 30,015 51,100 530,592 5,590,004

諸収入
（目）企画総務費 2,356,517 4,148 0 147,889 2,204,480 １．職員給与費 225,074

２．総合企画費 26,715

３．経営戦略推進費 80,216

４．地域発展戦略推進費 29,383

５．高度情報化推進費 271,481

（１）ＩＴひろしま推進費 266,006

（２）地域情報化推進費 5,475

６．行政情報化推進費 1,723,648

（１）電子県庁推進費 827,475

（２）行政事務システム化推進費 896,173

款　　項　　目 説　　　　　　明
一般財源

-
 
4
2
 
-



財　源　内　訳

予　算　額 特　定　財　源

国庫支出金 県　債 その他
使用料及び手数料

（目）研究開発費 3,845,194 25,867 51,100 55,552 3,385,524 １．職員給与費 2,432,109
財産収入

72,424 ２．総合技術研究所管理運営費 962,223
諸収入

254,727 （１）保健環境センター管理運営費 75,133

（２）工業技術センター管理運営費 214,417

（３）農業技術センター管理運営費 255,007

（４）畜産技術センター管理運営費 278,623

（５）水産海洋技術センター管理運営費 112,454

（６）林業技術センター管理運営費 26,589

３．研究開発推進費 338,178

（１）試験研究機関研究開発費 126,706

（２）受託研究費 156,339

（３）研究開発機能強化費 55,133

４．技術指導費 112,684

（項）徴税費 9,014,220 0 0 28,351 8,985,869

（目）税務総務費 2,636,386 0 0 0 2,636,386 １．職員給与費 2,633,242

２．税務諸費 3,144

使用料及び手数料

（目）賦課徴収費 6,377,834 0 0 10,176 6,349,483 １．個人県民税徴収取扱費市町交付金 4,468,903
諸収入

18,175 ２．地方消費税徴収取扱費 235,000

３．県税賦課徴収事務費 1,673,931

款　　項　　目 説　　　　　　明
一般財源

-
 
4
3
 
-



財　源　内　訳

予　算　額 特　定　財　源

国庫支出金 県　債 その他

（項）統計調査費 1,958,026 1,868,624 0 4,692 84,710

諸収入
（目）統計調査総務費 266,660 183,520 0 3,210 79,930 １．職員給与費 247,422

２．統計事務費 19,238

諸収入
（目）統計調査事業費 1,691,366 1,685,104 0 1,482 4,780 １．基本統計費 1,641,074

（１）労働力調査費 45,508

（２）小売物価調査費 16,316

（３）家計調査費 27,421

（４）人口移動調査費 3,002

（５）教育統計調査費 2,290

（６）経済センサス費 16,063

（７）国勢調査費 1,530,474

２．経済統計費 27,033

（１）経済調査費 1,778

（２）毎月勤労統計調査費 25,255

３．産業統計費 14,670

（１）工業統計調査費 14,670

４．農林水産統計費 8,589

（款）商工費 28,295 0 0 0 28,295

（項）商業費 28,295 0 0 0 28,295

（目）商業振興費 28,295 0 0 0 28,295 １．広島ブランド推進事業費 28,295

款　　項　　目 説　　　　　　明
一般財源

-
 
4
4
 
-



財　源　内　訳

予　算　額 特　定　財　源

国庫支出金 県　債 その他

（款）警察費 80,933 0 0 0 80,933

（項）警察管理費 80,933 0 0 0 80,933

（目）恩給及び退職年金費 80,933 0 0 0 80,933 １．元警察職員の恩給 80,933

（款）教育費 68,729 0 0 0 68,729

（項）教育総務費 68,729 0 0 0 68,729

（目）恩給及び退職年金費 68,729 0 0 0 68,729 １．元教育職員の恩給及び退職年金 68,729

（款）公債費 143,187,994 0 0 11,129,017 132,058,977

（項）公債費 143,187,994 0 0 11,129,017 132,058,977

繰入金

（目）元金 125,810,612 0 0 6,628,112 115,914,423 １．公債管理特別会計繰出金 125,810,612

諸収入

3,268,077

財産収入

（目）利子 16,579,648 0 0 3,751 15,349,930 １．一時借入金等利子 30,000

繰入金

871,888 ２．公債管理特別会計繰出金 16,549,648

諸収入

354,079

繰入金

（目）公債諸費 797,734 0 0 3,110 794,624 １．県債取扱事務費 797,734

説　　　　　　明款　　項　　目
一般財源

-
 
4
5
 
-



財　源　内　訳

予　算　額 特　定　財　源

国庫支出金 県　債 その他

（款）諸支出金 159,803,123 0 0 0 159,803,123

（項）地方消費税清算金 79,574,000 0 0 0 79,574,000

（目）地方消費税清算金 79,574,000 0 0 0 79,574,000 １．地方消費税清算金 79,574,000

（項）個人県民税所得割交付金 233,000 0 0 0 233,000

（目）分離課税所得割交付金 233,000 0 0 0 233,000 １．分離課税所得割指定市交付金 233,000

（項）利子割交付金 449,000 0 0 0 449,000

（目）利子割交付金 449,000 0 0 0 449,000 １．利子割市町交付金 449,000

（項）配当割交付金 1,832,000 0 0 0 1,832,000

（目）配当割交付金 1,832,000 0 0 0 1,832,000 １．配当割市町交付金 1,832,000

（項）株式等譲渡所得割交付金 923,000 0 0 0 923,000

（目）株式等譲渡所得割交付金 923,000 0 0 0 923,000 １．株式等譲渡所得割市町交付金 923,000

（項）法人事業税交付金 3,882,000 0 0 0 3,882,000

（目）法人事業税交付金 3,882,000 0 0 0 3,882,000 １．法人事業税市町交付金 3,882,000

（項）地方消費税交付金 65,155,000 0 0 0 65,155,000

（目）地方消費税交付金 65,155,000 0 0 0 65,155,000 １．地方消費税市町交付金 65,155,000

款　　項　　目 説　　　　　　明
一般財源

-
 
4
6
 
-



財　源　内　訳
予　算　額 特　定　財　源

国庫支出金 県　債 その他

（項）ゴルフ場利用税交付金 485,000 0 0 0 485,000

（目）ゴルフ場利用税交付金 485,000 0 0 0 485,000 １．ゴルフ場所在市町交付金 485,000

（項）自動車取得税交付金 94 0 0 0 94

（目）自動車取得税交付金 94 0 0 0 94 １．自動車取得税市町交付金 94

（項）環境性能割交付金 1,393,000 0 0 0 1,393,000

（目）環境性能割交付金 1,393,000 0 0 0 1,393,000 １．環境性能割市町交付金 1,393,000

（項）軽油引取税交付金 5,877,000 0 0 0 5,877,000

（目）軽油引取税交付金 5,877,000 0 0 0 5,877,000 １．軽油引取税指定市交付金 5,877,000

（項）利子割精算金 29 0 0 0 29

（目）利子割精算金 29 0 0 0 29 １．利子割精算金 29

（款）予備費 400,000 0 0 0 400,000

（項）予備費 400,000 0 0 0 400,000

（目）予備費 400,000 0 0 0 400,000

説　　　　　　明
一般財源

款　　項　　目

-
 
4
7
 
-



２　特　別　会　計
（単位：千円）

予　算　額
国庫支出金 県　債 その他

(款)証紙繰出金 25,000 0 0 24,999 1

(項)証紙繰出金 25,000 0 0 24,999 1

証紙収入 繰越金
狩猟税 25,000 0 0 24,999 1 1. 他会計へ繰出 25,000

(款)証紙代金収納計器繰出金 2,851,130 0 0 2,851,129 1

(項)証紙代金収納計器繰出金 2,851,130 0 0 2,851,129 1

証紙収納計器収入 繰越金
自動車税及び自動車取得税 2,851,130 0 0 2,851,129 1 1. 他会計へ繰出 2,851,130

(款)管理事務費 202,261 0 0 202,261 0

(項)通信管理費 202,261 0 0 202,261 0

諸収入
通　信　費 202,261 0 0 202,261 0 1. 通信管理費 202,261

(款)公債管理費 282,575,350 0 95,700,000 186,875,350 0

(項)公債管理費 282,575,350 0 95,700,000 186,875,350 0

繰入金
元　　　金 201,715,487 0 95,700,000 106,015,487 0

財産収入
利　　　子 17,437,374 0 0 759,057 0

繰入金
16,678,317

繰入金
公債諸費 468,909 0 0 468,909 0 1. 県債償還等経費 468,909

繰入金
基金積立金 62,953,580 0 0 62,953,580 0 1. 減債基金積立金 62,953,580
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